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【 開催日 】 2021年1月17日(日) 

 

【 主 催 】 株式会社モビリティランド 

【 後 援 】 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 
 
 
 
 
 

 
 

2020年 12月 10日発行 



公 示 

 

本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という）の公認のもとに FIA 国際モータースポーツ競技規則/

国際カート規則およびその付則に準拠した JAF国内競技規則/JAF国内カート競技規則およびその付則、日本カート選手

権規定、本統一規則、SL カートミーティング競技規則、SL カートミーティング車両規則、2020 もてぎカートレース特別規則

および本大会特別規則に従って開催される。 

 

第１章  大会開催に関する事項 

第1条    競技会名称 

KT スーパートロフィー 2021 MOTEGI 

 

第２条  競技の種目、クラス区分、格式、定員 

 １．種目： スプリントレース 

            耐久 

 ２．区分・格式・定員 

【クローズド】   YAMAHA Super KT      34 台 

YAMAHA KT SS         68 台 ※混走別賞典（30 歳以上） 

YAMAHA KT SS Junior    34 台 

YAMAHA KT Cadet      34 台 

 

【イベント】    YAMAHA KT Endurance 

スーパートロフィー KT100 min耐久 34 台 

 

    ※参加受付台数は各クラス上記台数までとする。参加申込に対する抗議は一切受け付けない。 

      各クラス参加申込締切時点で参加台数が 10 台未満の場合は当該クラスを不成立とする。 

      不成立となった場合、参加料は振込手数料を除き、全額返金される。 

      また、2 クラスの合計が 28 台未満の場合、混走とする場合がある。 

 

第 3 条  開催日と場所 

１） 開催日：2021 年 1 月 16 日（土） 

有料走行、参加受付、公式車検 

2021 年１月 17 日（日） 

【共  通】参加受付・公式車検・タイヤデリバリー・エンジンデリバリ―（SuperKT のみ） 

【スプリント】公式練習・タイムトライアル・予選ヒート（2 ヒート制）・決勝 

【耐  久】公式練習・タイムトライアル・決勝（100min） 

 

２）   場所：ツインリンクもてぎ 北ショートコース（982m：左回り） 

 

第 4 条  オーガナイザーの名称 

  株式会社モビリティランド 

 〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

 電話：0285‐64‐0001（代表） 

0285-64-0200（事務局） 

 

第 5 条  大会組織委員会および審査委員会 

   公式通知にて示す。 

 

第 6 条  大会競技役員 

  公式通知にて示す。 

 

第 7 条  大会事務局 

  〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山 120-1 

  株式会社モビリティランド ツインリンクもてぎ モータースポーツ課 KT スーパートロフィー 2021 MOTEGI 事務局

  

TEL：0285-64-0200 

FAX：0285-64-0209 

  



 

第 8 条  レース周回（時間） 

 部門 予選ヒート 決勝 

スプリント 

Super KT 12 周 15 周 

KT SS 12 周 15 周 

KT SSJ unior 12 周 15 周 

KT Cadet 12 周 15 周 

耐久 KT100min耐久 ― 100 分 

 

 第 9 条 決勝出走台数 

スプリント：34 台 

 耐    久：34 台 

 

第 2章 競技会参加に関する事項 

第 10 条  参加申込 

 １．受付期間：2020 年 12 月 10 日（木）正午～12 月 31 日（木） 

   １）Web エントリーによる受付。ツインリンクもてぎホームページの 

【YAMAHA KT スーパートロフィー 2021 MOTEGI】特設ページよりエントリーフォームを利用してのエントリー。 

       ※定員に達し次第、早期終了 

2． 受理または拒否の通知の発送日 

   大会開催の 2 週間前から発送当日を除き 7 日前までの消印をもって発送する。 

 3． 参加資格 

     参加者は各クラス出場に有効な競技ライセンス（会員証）を保有すること 

     ・YAMAHA Super KT（2021 年 14 歳以上） 

① JAF カート 国内 B・ジュニア A以上 

② SL B以上 

 

     ・YAMAHA KT SS 

① JAF カート ジュニア B・ジュニア国際 C以上（2021 年小学 6 年生以上） 

② SL B（2021 年度 小学 6 年生以上） 

 

     ・YAMAHA KT SS Junior 

① JAF カート ジュニア B・ジュニア国際 C以上（2021 年小学 4 年生以上） 

② SL カデットまたは SL B（2021 年度小学 4 年生以上）  

 

     ・YAMAHA KT Cadet 

① JAF カート ジュニア B・ジュニア国際 C以上（2021 年小学２年生以上） 

② SL カデットまたは SL B（2021 年度 小学２年生以上）  

 

 ・YAMAHA KT Endurance 

スーパートロフィー KT100 min耐久（2021 年度小学 6 年生以上） 

① JAF または SL のカート競技参加可能なライセンス（会員証） 

② TRMC-S または SMSC ライセンス 

 ４．登録内容の変更 

   ドライバーおよび車両の登録内容の変更は下記の期日まで認められる。 

    ・ドライバー：参加受理書発送まで 

    ・車両：選手受付終了まで 

 ５． 選手受付 

    公式通知にて示す。 

 ６． 公式通知掲示板の場所 

    公式通知は、コントロールタワー前の公式掲示板にて掲示される。 

 

 

 

 

 

 



 

第 11 条  参加料金 及び ピットクルー登録料 

１． 参加料金（ドライバー保険料および消費税含む） 

【参加料】 

 TRMC-S／SMSC 

会員 非会員 

スプリント 16,500 円 22,000 円 

耐久 27,000 円 

※耐久クラスはドライバー保険料を含まない 

※デリバリーエンジン代金は含まれない 

 

  【デリバリーエンジン料】 

スプリント（Super KT） 28,600 円 

 

 

２．エントラント登録料   

登録料：1,200 円／人 MS共済会費：500 円／人（※TRMC-S、SMSC 非会員の方のみ） 

※１エントラントにつき、１エントリーしか受け付けない。 

 ３． ピットクルー登録料 

  １）登録料：1,200 円／人 MS共済会費：500 円／人（※TRMC-S、SMSC 非会員の方のみ） 

  ２）ピット要員登録は 2 名までとする。登録できるピット要員の年齢は 16 歳以上とする。 

 

第 12 条  保険 

１． ツインリンクもてぎにおいて、スポーツ走行およびレース大会に参加・出場するドライバーおよびピット要員は、もてぎ・   

鈴鹿（MS）共済会に加入しなければならない。 

 ２． MS共済会は年間加入または暫定加入とする。 

  １）年間加入は、TRMC-S、SMSC会員として登録され、所定の共済会会費を納めた者のみとする。 

   走行会員：10,000 円 ピット会員：4,000 円 

  ２）暫定加入は当該大会（特別スポーツ走行、予選、決勝）有効とし、参加申込と同時に加入申込ができる。 

   ドライバー：3,000 円 ピット要員：500 円 

  ３）MS共済会 保険金支給規定については、MS共済会規約書に準ずる。 

 

第 3章 成績および賞典に関する事項 

第13条  成績および賞典 

  公式通知にて示す。 

 

第４章 その他事項 

第14条 車両規定 

   車両規定については、2020SL カートミーティング競技規則に準ずる。 

     ・YAMAHA Super KT 

      SL カートミーティング車両規定 YAMAHA SS レジェンドに準ずる。 

 

     ・YAMAHA KT SS 

      SL カートミーティング車両規定 YAMAHA SS に準ずる。 

 

     ・YAMAHA KT SS Junior 

      SL カートミーティング車両規定 YAMAHA SS ジュニアに準ずる。 

 

     ・YAMAHA KT Cadet 

      SL カートミーティング車両規定 YAMAHA カデットオープンに準ずる。 

 

 ・YAMAHA KT Endurance 

スーパートロフィー KT100 min耐久 

      SL カートミーティング車両規定 YAMAHA SS に準ずる。 

   ※重量は次項、重量についてを適用。 

 



 

重量について 

   各クラスの車両重量は下記の通りとする。 

     ・YAMAHA Super KT 

      １５０Kg 

 

     ・YAMAHA KT SS 

      １４５Kg 

 

     ・YAMAHA KT SS Junior 

      １３５Kg 

 

     ・YAMAHA KT Cadet 

      １１０Kg 

 

・YAMAHA KT Endurance 

スーパートロフィー KT100 min耐久 

      １５０Kg 

      ウェイトハンデ制を適用し、カート重量＋全ドライバーの平均体重（装備込）により上記の最低重量のウェイト 

ハンデ制とする。また女性の場合も重量計量が必要となります。 

※ 上記の最低重量に満たしていない場合はウェイト（鉛）を取付・搭載すること。 

 

第15条 タイヤについて 

   各クラスの指定タイヤは下記の通りとする。 

・YAMAHA Super KT 

      DUNLOP DRY：SL-FD WET：SL-W2 

 

     ・YAMAHA KT SS 

      BRIDGESTONE DRY：SL-17 WET:SL-94 

 

     ・YAMAHA KT SS Junior 

      DUNLOP DRY：SL-FD WET：SL-W2 

 

     ・YAMAHA KT Cadet 

      YOKOHAMA DRY:SL-J WET:SL-03 

 

・YAMAHA KT Endurance 

スーパートロフィー KT100 min耐久 

      BRIDGESTONE DRY：SL-17 WET:SL-94 

 

      ※各クラス、当日の使用タイヤについて、購入方法は公式通知にて示す。 

 

 

第16条 燃料／オイルについて 

  全部門においてガソリンの指定を行なう。詳細は公式通知にて示す。 

 

第17条 車載カメラについて 

  全てのクラスにおいて、車載カメラの取り付けを禁止する。 

 

第18条 ブリーフィングについて 

   エントラント・ドライバーはブリーフィングに参加しなくてはならない。 

   欠席者については審査委員会により、ペナルティが科せられる場合がある。 

 

第19条 参加者決定の発表 

   エントリー締切後、2 週間以内に発表。 

 

 



 

第20条 公式通知の発行 

   公式通知は、以下の方法によって参加者に通知される。 

1. エントラントもしくはドライバーの住所に郵送。 

2. 大会事務局に掲出。 

3. パドックの掲示板に掲出。 

4. ドライバーズブリーフィングで指示。 

5. 緊急の場合は場内放送で伝達。 

 

第21条 肖像権 

   肖像権に関して  

主催者、共催者、およびこれらの指定した第三者は、参加者の写真その他の肖像、参加車両の写真、デジタル画像、

音声、映像等をＷＥＢサイト、報道、放送、出版等に用いることができる。 

 


